
資料３－１

成26 6 以 、新たに 定さ た自治基本条 に て

施 日 自治体名 条 名
市 の勪 ・勥

等への対応
（11団体）

地縁団体以外の
活動団体の役割
（11団体）

その他 （参考）周知方法

成26 6 26日 埼玉県ふじみ野市 自治基本条 ○

成26 7 1日 埼玉県 田市 自治基本条 ○ 参加と連携（第17条） マンガパンフレットの作成

成26 10 1日 静岡県焼津市 自治基本条 ○
まちづくり市 会（第17条）
まちづくりサポーター（第18条）
公共施設（第24条）

成28 焼津市自治基本条 まちづくり市 会大 ー
フ （ 開催 28 144名参加）

成26 12 25日 岐阜県関市 自治基本条
高 、 等の勻 （第8条）
まちづくり市 会議（第26条）
まちづくりに関 る住 拒 の （第27条）

関市まちづくり講 会（ 開催）

成27 4 1日 新潟県十日町市 まちづくり基本条

産の適 拻 （第6条第6 ）
拉産拻 （第14条）
雪との共生（第23条、24条）
雪国文化の継承（第25条）
健康福祉（第26条）
産業振興及び定住促進（第28条）

（第29条）
芸術文化及びスポーツの振興（第30条）
自然との共生（第31条）
地域循環型社会の構築（第32条）
快適な生活環境の確保（第33条）
安全・安心の確保（第34条）

成27 4 1日 勾 市 まちづくり基本条 ○ パンフレット、チラシ等

成27 4 1日 県 前市 協働によるまちづくり基本条 ○ ○ 学生の役割（第9条）
市 等の推進（第21条）

各種周知媒体（FM、FACEBOOK）の制作・配布、広報ひろ
さき等での紹介
フォーラム開催

成27 4 1日 愛知県愛勽市 自治基本条 選挙（第26,27条）

成27 4 1日 愛知県小牧市 自治基本条 こまき地域づくりフォーラムの開催

成27 4 1日 石川県野々市市 まちづくり基本条

成27 4 1日 大分県宇佐市 自治基本条 ○ 市 （第23条）
自然環境、歴史及び文化の保全等（第30条） パンフレット作成

成27 7 1日 岐阜県 市 まちづくり基本条 ○
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資料３－１

成26 6 以 、新たに 定さ た自治基本条 に て

施 日 自治体名 条 名
市 の勪 ・勥

等への対応
（11団体）

地縁団体以外の
活動団体の役割
（11団体）

その他 （参考）周知方法

成27 9 1日 拝県 崎市 まちづくり基本条 ○ リーフレット

成27 10 1日 勾 市 まちづくり基本条 パンフレット作成

成27 12 1日 崎県 崎市 よ まちづくり基本条 小学生による「まちづくり」アイデアコンテスト
パンフレット作成

成28 3 18日 岐阜県山県市 まちづくり基本条 ○

成28 4 1日 県 募市 まちづくり基本条 ○ ○ まちづくり条 推進ア シ ン ラン
チラシ作成

成28 4 1日 県 市 まちづくり基本条 ○ 出前講座

成28 4 1日 岐阜県羽島市 まちづくり基本条 ○

まちづくり基本条 リーフレットの作成
（タウンミーティングの開催）
羽島市まちづくり基本条 等 （関連条 等と事
務事業）

成28 4 1日 滋賀県甲賀市 まちづくり基本条 学び及び教育（第9条） 甲賀市まちづくり基本条 パンフレットの作成

成28 4 1日 高知県土佐清水市 み なでまちづくり条 「土佐清水市み なでまちづくり条 」のパンフレットを作成

成28 4 1日 福岡県大牟田市 協働のまちづくり推進条 ○

成28 6 29日 福島県会津拊 市 自治基本条 ○

成28 10 1日 秋田県大仙市 まちづくり基本条

成28 10 1日 熊本県玉名市 自治基本条 ○ 玉名市自治基本条 推進ア シ ン ランを作成（各条 に
対して関連事業の推進を図る）

成28 10 8日 兵庫県尼崎市 自治のまちづくり条 ○ ・自治のまちづくり条 本「で で よ 」パンフレットの作成
・「尼崎市自治のまちづくり条 制定 フォーラムの開催

成29 4 1日 野県安 野市 自治基本条 ○ 協働のまちづくり出前講座

成29 4 1日 山 県上野募市 まちづくり基本条 ○

成29 4 1日 福岡県太宰府市 自治基本条 ○ ○

団体数（29団体中） 11 11
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資料３－１

成26 6 以 、新たに 定さ た自治基本条 に て

施 日 自治体名 条 名

成26 6 26日 埼玉県ふじみ野市 自治基本条

成26 7 1日 埼玉県 田市 自治基本条

成26 10 1日 静岡県焼津市 自治基本条

成26 12 25日 岐阜県関市 自治基本条

成27 4 1日 新潟県十日町市 まちづくり基本条

成27 4 1日 勾 市 まちづくり基本条

成27 4 1日 県 前市 協働によるまちづくり基本条

成27 4 1日 愛知県愛勽市 自治基本条

成27 4 1日 愛知県小牧市 自治基本条

成27 4 1日 石川県野々市市 まちづくり基本条

成27 4 1日 大分県宇佐市 自治基本条

成27 7 1日 岐阜県 市 まちづくり基本条

広域連携 務拻 勻 国
多文化共生 共 公益通報 法 勸 推進委員会 まちづくりを担

う人材の育成
市内・外の
人との

市 活動
への支援 総合計画

○ ○ ○ ○

○
（災害時
の情報共

○ 基本構想
基本計画

○ ○ ○ ○ 基本構想
総合計画

○ ○ ○ ○ ○ ○
基本構想
基本計画
実施計画

○ ○
基本構想
基本計画
実施計画

○ ○ ○ ○ 総合計画

○ ○ ○ ○ ○ ○ 総合計画

○ ○ ○ ○ ○ ○ 総合計画等

○ 基本計画

○ ○ ○

○ ○ ○ 総合計画

○ ○ 総合計画

第3期までの審議分等

3



資料３－１

成26 6 以 、新たに 定さ た自治基本条 に て

施 日 自治体名 条 名

成27 9 1日 拝県 崎市 まちづくり基本条

成27 10 1日 勾 市 まちづくり基本条

成27 12 1日 崎県 崎市 よ まちづくり基本条

成28 3 18日 岐阜県山県市 まちづくり基本条

成28 4 1日 県 募市 まちづくり基本条

成28 4 1日 県 市 まちづくり基本条

成28 4 1日 岐阜県羽島市 まちづくり基本条

成28 4 1日 滋賀県甲賀市 まちづくり基本条

成28 4 1日 高知県土佐清水市 み なでまちづくり条

成28 4 1日 福岡県大牟田市 協働のまちづくり推進条

成28 6 29日 福島県会津拊 市 自治基本条

成28 10 1日 秋田県大仙市 まちづくり基本条

成28 10 1日 熊本県玉名市 自治基本条

成28 10 8日 兵庫県尼崎市 自治のまちづくり条

成29 4 1日 野県安 野市 自治基本条

成29 4 1日 山 県上野募市 まちづくり基本条

成29 4 1日 福岡県太宰府市 自治基本条

団体数（29団体中）

広域連携 務拻 勻 国
多文化共生 共 公益通報 法 勸 推進委員会 まちづくりを担

う人材の育成
市内・外の
人との

市 活動
への支援 総合計画

第3期までの審議分等

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 最上位の計画

○ ○ ○ ○ ○ 基本構想

○ ○ ○ ○ 基本構想
基本計画

○ ○ ○ ○ ○ ○
基本構想
基本計画
実施計画

○ 基本構想

○ ○ ○
基本構想

その実現を図る
ための計画

○ ○ ○ ○ 基本構想
基本計画

○ 基本構想
総合振興計画

○ ○ ○

○ ○ 基本構想
基本計画等

○ ○ ○ ○ ○ 総合計画

○ ○ ○ ○ ○
基本構想
基本計画
実施計画

○ 総合計画等

○ ○ 基本構想
基本計画

○ ○ ○ ○ 総合計画

19 22 12 5 3 3 1 9 10 5 5 2
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資料３-２

市 からの ・要望等への対応

自治体名 項目 条 条文
埼玉県ふじみ野
市

提言及び要望への
対応

第23条 第 条 市 等 、市 から市政に関する 及び提 （ 項に い 提言  とい 。） びに市 の に関する要
望 と 、 かに を し 、 に対応し、 の 要を するものとする。

 市 等 、 要と 提言及び要望に い 、市政運営に る の みを るものとする。

市 市 の 等 第23条 市 の 等
第23条 市 等 、市 からの 、提 等 と 、誠実か に対応するものとします。

県 市 等への応答
義務

第19条 （ 等への応答義務）
第19条 及び 関 、ま に関する 、要望、 等の応答に 、 かに 実関 を し、
誠実に 答 するな 、誠 を まな ばならないものとします。

大分県宇佐市 及び
等への対応

第20条 （ 及び 等への対応）
第20条 政 、 政運営に る市 の を する 、 要な措置を講ずるものとする。

 政 、 政運営に関する 、要望、 等 、 かに 実関 等を し、 要 ると ると
、 の の の な措置を講じな ばならない。

県 市 要望等への対応 第33条 （要望等への対応）
第33条 関 市 の市政に対する要望 等に対し か 誠実に対応し 市 の を する
とともに 市 の 及び の に な ばならない。

県 市 応答責任 第8条 （説明責任・応答責任）
第 条 市及び 、市政に関する とに い 、 な に 市 等に分か す 説明するものとします。

  市 、市 等からの 、提 、要望等 と 、 かに を し、 要に応じ 務の の の
な措置を講ずるものとします。

福 県 市市 の 等への
対応

第14条 （市 の 等への対応）
第14条 及び市 等 、 条に るものの か、市 の 、要望等を する の の に るものとす
る。

 及び市 等 、 項の 、要望等に対し 誠実に対応するものとする。
熊本県玉名市 市 の 等への

対応
第20条 （市 の 等への対応）

第 条 関 、市 の市政に関する 及び提 に対し、 か 誠実に対応する な ばならない。
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資料３-２

市 からの ・要望等への対応

自治体名 項目 条 条文
野県 野市 市政運営に関する

応答責任
第20条 （市政運営に関する応答責任）

第20条 市 、市政運営に関し 、 、要望、 等 と 、 か 誠実に応答するものとする。

県 野 市 及び要望への
対応

第11条 （ 及び要望への対応）
第11条 市 、市 から 、要望等 な と 、 の な を に し、 か 誠実に対応しな
ばならない。

福岡県太宰府市 市 第15条 （市 ）
第 15 条    及び市 等 、市政に関する 政 の の から、 か 明 を 市 の

を に し、市 の 市政運営に に る な ばならない。
2   市 等 、市 に対し、市 を 義なものにする に 要な 等を提 するものとする。
3    2 項に るものの か、市 等 、市 の 、要望及び提 を るとともに、 等に対する の
を明らかにする等、誠実に対応する ものとする。
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資料３－３

地縁団体以外の活動団体の役割

自治体名 項目 条 条文
県 田市ボランティア団

体
第10条 （市 活動団体の役割）

第１ 条 町会・自治会等は、 くの地域 の を しつつ、 も 拊者も し すい地域に したまちづくりを 勺するよ
う努めます。
２  町会・自治会等及びボランティア団体等は、開かれた団体運営に努めるとともに、次代を担う指導者の育成に努めます。
３  町会・自治会等及びボランティア団体等は、 いに し、 してより拖いまちづくりに努めます。

静岡県焼津
市

公益コミュニ
ティ

第10条 （定義）
第２条 この条 において、次の各号に掲げる の勪義は、当該各号に定めるとこ によります。
( ) 公益コミュニティ　構成 の目 を持ち公益の 勺に する活動を う団体で、市 に 務勰を し活動するものをいいま
す。

（公益コミュニティ）
第10条 公益コミュニティは、地域 会を構成する として、地縁コミュニティ、  者、 等の団体及び市 等と して活動
します。県 市市 活動団

体その他の
テーマで結び
付いた団体

第11条 （コミュニティの役割）
第11条 コミュニティは、まちづくりにおいて、次の各号に掲げるコミュニティの区分に応じ、当該各号に定める役割を担うものとします。
(１) 町会その他の地縁を基盤とした団体 担い手の育成に努め、その組織、活動等の充実を図り、 それらを継承していくこと。
(２) 市 活動団体その他のテーマで結び付いた団体 当該団体 の に括 するとともに、 勯を かした取組をすること。

岐阜県 市市 活動団
体

第10条 （市 活動団体）
 第10条　ボランティア団体、 定 営 活動 その他市 で自勢 に公益活動を う市 活動団体は、まちづくりに する活動
において、 から支援を けること で ます。

岐阜県山県市地域活動 第10条 （地域活動）
第１ 条 自治会等地縁組織は、地域 の 、 の 等地域 会の 成に役 つ地域活動に努めるものとす
る。
２ 営 団体等市 活動団体は、その 勯 実 を して、地域の に努めるものとする。
３ 地縁組織と市 活動団体は、 いに を図り、 して地域活動を 勺するよう努めるものとする。

 会及び は、地縁組織及び市 活動団体の勢体 地域活動を し、その活動の支援に努めるものとする。
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資料３－３

地縁団体以外の活動団体の役割

自治体名 項目 条 条文
県 募市まちづくりと地

域コミュニティ
第15条 （まちづくりと地域コミュニティ）

第15条 市 等は、自治会、 、ボランティア団体、 者等の 団（以 地域コミュニティ という。） 、地域の
まちづくりの担い手で ることを し、 にその活動に することにより、地域コミュニティを り育てるように努めるものとします。
２ 地域コミュニティは、それ れの 勯を かしつつ、 し、 し、地域のまちづくりの 勺に努めるものとします。

県
市

地域コミュニ
ティ団体の責
務

第13条 (定義)
第勫条　この条 において、次の各号に掲げる の勪義は、当該各号に定めるとこ による。

　地域コミュニティ団体　市 活動団体のうち、地域 自勢 に し、その 勪と によりまちづくりを うことを目 として
構成された団体をいう。

(地域コミュニティ団体の責務)
第 勫条　地域コミュニティ団体は、市 の助け合いを大 にしたまちづくりに取り組 よう努めるものとする。

岐阜県羽島
市

市 の役割
及び責務

第7条 （市 の役割及び責務）
第 条 市 は、まちづくりの勢体で ることを自 し、自ら勺 でまちづく りに するよう努めます。
２  市 は、まちづくりに するに たり、お いに を め合い ら、地域 体 次 代のことも し、自らの
及び 動に責 を 持つよう努めます。
３  自勢 に公益勯の る活動を う団体は、それ れの 勯を活かした活動を実 するとともに、その活動 く 会に される
よう努めます。

福岡県大牟
田市

市 活動団
体の役割

第18条 (市 活動団体の役割)
第 1 8 条 自勢 かつ自 公益勯の る 会貢献活動を う団体(以 市 活動団体 という。)は、その 勯と 勯を
かし、まちづくりに 貢献するよう努めるものとする。
   市 活動団体は、自らの活動 く市 等に され、活動の るよう、 の 勼に努めるものとする。

3   市 活動団体は、まちづくりの勢体で る市 、地域コミュニティ組織等及び市との ・ に努めるものとする。
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資料３－３

地縁団体以外の活動団体の役割

自治体名 項目 条 条文
兵庫県尼崎
市

地域コミュニ
ティにおける
取組

第9条 （地域コミュニティにおける取組）
第 条市 等は、ともに らし すい地域を ることに取り組 ため、地域コミュニティの としての自 を持ち、 いに 手を い
り、助け合う精神及び対話の姿勢を持つよう努めるものとする。
２市 等及び市 等は、自治のまちづくりを勺める での地域コミュニティの 勥勯を し、地域コミュニティを育 ために、次項から
第 項までの 定による取組の か、地域コミュニティにおける活動の活勯 のための取組を うよう努めるものとする。
３市 及び 者は、市 活動団体等の活動に するよう努めるものとする。

市 活動団体等は、市 、 者及び他の市 活動団体等との を め、それ れ する 地域コミュニティに
おいて されるための取組を うよう努めるものとする。

市 等は、市 等 ２項の 定による取組を自勢 かつ勢体 に うこと で るために 勥 を るよう努めるものとす
る。

福岡県太宰
府市

コミュニティ 第13条 (定義)
第3条   この条 において、次の各号に掲げる の勪義は、当該各号に定めるとこ による。
(6)  コミュニティ　自治会等の地縁による団体及びまちづくりの担い手として められる 定 営 活動 その他これらに する団体
をいう。

(コミュニティ)
第 13 条    市 は、コミュニティ まちづくりの担い手で ることを し、 にこれに し、その活動に るよう努めるものとす
る。
   コミュニティは、それ れの 勯を かしつつ し、 し、まちづくりの 勺に努めるものとする。

3  市 等は、まちづくりを 勺するため、コミュニティの勢体勯を しつつ、その自勢勯及び自 勯を い で、 にコ
ミュニティの活動を支援するよう努めるものとする。
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資料３－４

その他個別規定

自治体名 項目 条 条文
県 市 市 による

会の
場の設定

第17条 （参加と連携）
第 条 及び 会は、会 その他の会 に市 が参加し すくなるよう、市 が を知る な を し、これを
周知します。

市 は、まちづくりに ける市 の連携の を え、自ら い、 ので る場を設定し、又は 会を り
すよう努めます。

静岡県焼津市 まちづくり市
会の

催

第17条 （まちづくり市 会）
第17条 市 は、 してまちづくりを進めるため、まちづくり市 会を 催します。

まちづくり市 会は、市 、 及び市 等が参加し、地域社会の 焼津市の に いて し、 を
共有することを目的とします。

市 は、 別の がない り、まちづくり市 会を 催します。
まちづくり市 会の 施に関し な 項は別に定めます。

静岡県焼津市 市外まちづく
りサポーター

第18条 （まちづくりサポーター）
第18条 市 は、焼津市 外に住 でいる焼津市 者、焼津市に かりの る人及び焼津市のまちづくりを してくれる人
又は法人その他の団体で希望するものが焼津市まちづくりサポーターとしてまちづくりに関わってもらえるよう努めます。

静岡県焼津市 公共施設 第24条 第24条 市 は、 人 の 等に じて公共施設の適 な を うとともに、 れた公共施設を 的か
的に し、及び運営します。
市 は、まちづくりのために公共施設を有 に活 するように努めます。

岐阜県関市 高齢者、障
がい者等の

第８条 市 、 会及び は、高齢者、障がい者等が地域社会の としてまちづくりに参 することがで るよう努めます。

岐阜県関市 まちづくり市
会 による

提言

第26条 （まちづくり市 会 ）
第 条 市 は、 によるまちづくりを推進するため、市 が市 に関する施 を提言するまちづくり市 会 （ まちづ
くり市 会 といいます。）を 催します。

市 は、まちづくり市 会 に 体的に参 します。
は、まちづくり市 会 から提言の った施 の に努めます。

1



資料３－４

その他個別規定

自治体名 項目 条 条文
岐阜県関市 住

の調査
第27条 （まちづくりに関する住 の調査）

第 条 市 は、まちづくりに関する住 の を調査します。
市 は、 項の調査 を公 し、市 に します。

新潟県十日町市 市 の 産 第6条 （市 の役割）
第 条 市 は、 に しながら自らの言 に を って、まちづくり の参 に努めるものとする。

市 は、地域自治の い として、これを り、育てることに努めるものとする。
市 は、安全・安心な らしを る活 に 体的に り ことに努めるものとする。
市 は、自 的に健康の 及び 進に努めるものとする。
市 は、 が提 するサー スの に たっては、 分の をしなければならない。
市 及び市 に 産を有するものは、その 有する 産の安全か な に努めなければならない。

新潟県十日町市 の 産 第14条 （ 産 ）
第14条 は、保有する 産の適 な 及び確 か 的な運 に努めなければならない。

新潟県十日町市 雪との共生 第23条
第25条

（雪との共生）
第23条 市 、市 会及び は、雪との共生と 雪を り、安心して ら るまちづくりに努めるものとする。
（雪を生かしたまちづくり）
第24条 市 、市 会及び は、雪を自然の として生かすとともに、雪の を 信して の振興に努めるものとする。
（雪国文化の継承）
第25条 市 、市 会及び は、雪国文化を継承し、その保 に努めるものとする。

新潟県十日町市 健康福祉 第26条 （健康福祉）
第26条 市 、市 会及び は、 もが生 がいを ち、健康に ら る環境の に努めるものとする。
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資料３－４

その他個別規定

自治体名 項目 条 条文
新潟県十日町市 産業振興他 第28条

30条
（産業振興及び定住促進）
第28条 市 、市 会及び は、地域の を生かした産業振興を り、 く場の確保及び定住の促進に努めるものとす
る。
（ ）
第29条 市 、市 会及び は、ま り、 等の振興を り、 人 の 加に努めるものとする。

市 、市 会及び は、 な を推進し、 項の と わ て く地域の を 信するよう努めるものと
する。
（芸術文化及びスポーツの振興）
第30条 市 、市 会及び は、芸術文化及びスポーツの振興を り、心 の か を育 とともに、まちの活 化に生かす
よう努めるものとする。

新潟県十日町市 自然との共
生他

第31条
34条

（自然との共生）
第31条 市 、市 会及び は、地域の かな自然環境を にわたって保全するよう努めるものとする。

市 、市 会及び は、 り る を保 するとともに、 環境等の保全及び の有 に努めるものとする。
（地域循環型社会の構築）
第32条 市 、市 会及び は、地域 の 的な活 により、 な循環型の地域社会の構築に努めるものとす
る。
（快適な生活環境の確保）
第33条 市 、市 会及び は、地域の環境 化を り、快適な生活環境の確保に努めるものとする。
（安全・安心の確保）
第34条 市 、市 会及び は、市 の安全・安心な らしの確保に努めるものとする。

県 市 学生の役割 第9条 （学生の役割）
第９条 学生は、まちづくりに いて、 を生かした新 の る提 をし、又は をするな 、学生 を するよう努める
ものとします。

県 市 市 等の
推進

第21条 （市 等の推進）
第21条 関は、市 、学生 及び地域 を高める を しし、 体 の を るため、 に る を
じるものとします。
( ) 市 及び学生 を して り まちづくりを う者に し、その な 施のために な をするように努めるこ
と。
( ) 地域活 の 、 な 提 等を う を 地域 するな 、地域との の共有化を ること。
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資料３－４

その他個別規定

自治体名 項目 条 条文
知県 市 選挙 第26,27条 (選挙)

第26条 有 者は、 者としての を するため、選挙により、市 の 者で る市 と市 会 を選 し、市
運営を信託します。
第27条 市 及び市 会 の 者は、選挙に たり、市 に関する をわかり すく市 に します。

大分県宇佐市 市 提 第23条 （市 提 ）
第23条 は、市 の 、提言等を市 に るための の に努めなければならない。

は、 の 、 施、 等の を、市 に 的に提 するものとする。

大分県宇佐市 自然環境、
歴史及び文
化の保全

第30条 （自然環境、歴史及び文化の保全等）
第30条 市 、 会及び は、 市の 産で る自然、歴史及び文化を り、活 し、 びに の に継承するよう努め
なければならない。

は、市 が 市に りを よう 活 に努めなければならない。

滋賀県甲賀市 学び及び教
育

第９条 （学び及び教育）
第９条 市 は、自 の人 を 、 かな人生を ることがで るよう、生 にわたり 的に学 ことに努めます。

市 及び市 等は 、 もが生 にわたり 的に学 る環境づくりに努めます。
市 及び市 等は、 いに連携・ しながら地域全体で もを育 でいけるよう、地域の教育環境を えることに努めま

す。
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資料３－５

第 期までで 定議 れた項目（広域連携・ 機拻 ・子ども勻 ・国 ・ 共 ・公益通報・ ・ 勸・推進委員会・人材育成・ ・市 活動への支援）
項目 自治体名 条 条文
広域連携 埼玉県ふじみ野市 第29条 （国、県及び他の地方公共団体等との連携及び協 ）

第２ 条 市は、共通する は広域的な を するため、国、県及び他の地方公共団体等とそれ れ な 分担を まえ、対等な で
連携及び協 するよう努めるものとする。
２ 市は、国及び県に対し の 等に関する勪 は を うものとする。

広域連携 静岡県焼津市 第25条 （他の自治体との連携及び協 ）
第25条 市 等は、共通する地域 を するための の 、 的か 的な市 運営のための広域に たる事務処 、大規 災害 の
相互応援等に いて、他の自治体と連携し、協 するよう努めます。

広域連携 岐阜県関市 第28条 （国、県その他の自治体との協 ）
第２８条 は、共通する を するため、国、県その他の自治体と相互に連携し、協 します。

広域連携 新潟県十日町市 第38条 第38条 市は、国及び新潟県と対等な関係の下、 な 分担を い、相互に連携し、協 してまちづくりを進めるものとする。
２  市は、他の地方公共団体及び関係機関と共通する 及び広域的な に いて、相互に連携し、協 して、その に努めるものとする。

広域連携 勾 市 第27条 (連携及び協 )
第27条　議会及び市 等は、 な 分担のもと、国及び勾 と対等な で連携及び協 するよう努めるものとします。
2　議会及び市 等は、広域的な 、地域の相互発 等のため、 自治体と積極的に連携し、及び協 するよう努めるものとします。
3　市 、議会及び市 等は、必要に応じて、市 以外の 人、団体等と連携し、及び協 するよう努めるものとします。

広域連携 愛知県愛勽市 第37条 第37条　市は、広域的な の を図るため、他の自治体等との連携及び協 するよう努めなければなりません。

広域連携 岐阜県山県市 第20条 （広域連携）
第２ 条 は、国及び他の地方公共団体と協 して、 的で 的な 運営に努めるものとする。
２  市 、議会及び は、国 外の団体との多 な を推進し、 られた情報等をまちづくりに生かすよう努めるものとする。

広域連携 県 募市 第32条 （国等との連携）
第32条 市は、より拖いまちづくりに向けて、国、県その他地方公共団体と相互に協 及び連携するよう努めるものとします。

広域連携 岐阜県羽島市 第24条 （国、県等との連携）
第 24 条 市 等は、共通する に対して、国、県、他の自治体等との連携と 協 により、その に努めます。

広域連携 滋賀県甲賀市 第22条 （国及び他の地方公共団体との関係）
第２２条 市 等は、まちづくりを推進するに勠た ては、国及び他の地方公共団体と積極的に連携・協 を図るとともに、地方分勻の え方に基づいた
正な関係を築きます。
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資料３－５

第 期までで 定議 れた項目（広域連携・ 機拻 ・子ども勻 ・国 ・ 共 ・公益通報・ ・ 勸・推進委員会・人材育成・ ・市 活動への支援）
項目 自治体名 条 条文
広域連携 福島県会津拊 市第20条 （国、他の自治体等との連携及び協 ）

第20条　市は、国、他の自治体及び関係団体との な 分担のもと、 では対処できない 、共通する 及び広域的 を するため、
相互の連携協 に努めるものとする。

広域連携 秋田県大仙市 第23条 (国・県・他の自治体との連携)
第23条　市は、国、秋田県と対等、協 関係にあることを まえ、連携及び協 して自勢、自 した市 運営に努めます。
2　市は、他の自治体及び関係機関と積極的な情報 と相互 を図り、連携及び協 して広域的な共通 の やまちづくりに取り組 よう努めま
す。

広域連携 熊本県玉名市 第30条 （国、県等との連携）
第 条 市 は、共通する を するため、国、県及び関係する地方公共団体と互いに連携を図りながら協 するよう努めるものとする。

広域連携 山 県上野募市 第15条 (広域的な連携)
第15条　市は、国、県、その他関係団体と連携し、よりよいまちづくりを推進するよう努めるものとする。

広域連携 福岡県太宰府市 第28条 ( 国 及び他の地方公共団体等との連携)
第 28 条    市 等は、 の向上 はまちづくりの推進及び広域的な を するため、国及び他の地方公共団体 びにその他必要と め
る団体等との積極的な連携に努めなければならない。

広域連携 県 前市 第31条 （国等との連携）
第31条 議会及び 機関は、自らの公共 を 的及び 的に するため、その に応じ、 国、県、 市町 等と連携しながら取り組 も
のとします。

広域連携 大分県宇佐市 第29条 （他 市等との連携及び の推進）
第29条 は、国、県、他の市町 等との連携に努めるものとする。
２ は、 外の 機関等との の推進に努めるものとする。

広域連携 拝県 市 第34条 （国 県及び他の地方公共団体との連携及び協 ）
第34条 機関は 共通する を し 市 により拖い公共 を するため 国 県及び他の地方公共団体と連携し 協 するよう努め
なければならない。

広域連携 勾 市 第28条 (国及び他の自治体との連携)
第28条　市 等は、まちづくりに関し、国及び勾 と本市との関係が対等であるという の下、それ れの 分担を まえ、連携及び協 に努めなけ
ればならない。
2　市 等は、 運営を 的か 的に い、及び に的確に対応するため、 自治体その他の国 外の自治体との 、連携及び協

に努めなければならない。
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資料３－５

第 期までで 定議 れた項目（広域連携・ 機拻 ・子ども勻 ・国 ・ 共 ・公益通報・ ・ 勸・推進委員会・人材育成・ ・市 活動への支援）
項目 自治体名 条 条文

機拻 新潟県十日町市 第19条 第19条 は、市 と連携し、災害その他の 事態に備え機動的に対応できる環境の整備に努めなければならない。
２ 拌災に関し必要な基本的事項は、 に条 で定める。

機拻 愛知県愛勽市 第36条 ( 機拻 )
第36条　市 等は、災害等勘 の事態に備えて、市 、関係機関との連携により、 的か 機動的な 機拻 体制を整備します。
2　市 は、災害等の発生 に自らを る努 をするとともに、自らが たす き を し、相互に協 して災害等に対応するよう努めます。

機拻 福島県会津拊 市第19条 （ 機拻 ）
第19条 市 等は、市 等の生活の を るため、災害等の 機に的確に対応するための体制を整備するとともに、その体制が機 するよう 知を図る
ものとする。
２ 市 等は、災害等の発生 において、自らの安全の確保を図るとともに、相互に協 して災害等への対処に努めるものとする。

 市 等、議会及び市 等は、 機拻 の勪 の高 に努めるものとする。

機拻 埼玉県ふじみ野市 第28
条

（ 機拻 ）
第２８条 市 等は、安全で安心な市 生活を確保するため、市 及び関係機関等と連携し、市 の生 、拴体拊しくは拉勩に 大な 害が生じ、
は生じるおそれがある事態等（次項において「災害等」という。）に的確に対応するための体制を整備するものとする。
２ 市 は、災害等の発生 に自らの安全確保を図るとともに、日頃から自らが たす き を した上で地域での に努め、相互に協 して災害
等に対処するものとする。

機拻 静岡県焼津市 第26条 （大地震等自然災害への備え）
第26条 市 等は、大地震等自然災害の発生に備えて、市の機 を ・ 勸できるように体制整備をするとともに、 を 定し、それを有 に活 で
きるようにします。
２ 市 は、日頃から拌災に関心を ち、自ら備えるほか、大地震等自然災害の発生に しては、地域での活動が大きな を たすことを し、日頃
から地域での などの活動を い、災害に勮い地域づくりに努めます。

機拻 静岡県焼津市 第27条 （大地震等自然災害以外の非常事態への対応）
第27条 市 、議会及び市 等は、大地震等自然災害以外の 大な事 、事 、 の 大その他の非常事態に対しても な対応が えるよう
に日頃から事前の準備に取り組みます。

機拻 岐阜県関市 第17条 第 ７条 は、自然災害、 大な事 等の 々な 事態に備え、市 、議会及び関係機関と連携し、 機拻 を います。

機拻 勾 市 第17条 ( 機拻 )
第17条　市 は、安全で安心な市 生活を確保するため、常に勘 の事態に備え、市 の生 、拴体 は拉勩に 大な 害が生じ、 は生じるおそれ
がある事態(以下「災害等」といいます。)に的確に対応するための体制を整備しなければなりません。
2　市 は、災害等の発生 には、市 、関係機関等と連携し、 やかに を するとともに、対 を じなければなりません。
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資料３－５

第 期までで 定議 れた項目（広域連携・ 機拻 ・子ども勻 ・国 ・ 共 ・公益通報・ ・ 勸・推進委員会・人材育成・ ・市 活動への支援）
項目 自治体名 条 条文

機拻 県 前市 第20条 （ 機拻 体制の確 ）
第20条 議会及び 機関は、市 の生 、拴体及び拉勩を るため、市 等及び関係機関と連携し、災害等に対する 機拻 体制の確 に努めな
ければならないものとします。
２ 市 は、自らの生 、拴体及び拉勩を るため、日頃から安全確保に努めるとともに、市 相互の連携・協 体制の を図るよう努めるものとします。

機拻 大分県宇佐市 第21条 （ 機拻 体制の整備等）
第21条 は、常に災害等の の事態に備え、市 の生 、拴体及び拉勩の安全を確保するため、 機拻 体制を整備するとともに、市 、関係団
体等との連携及び協 体制の構築を図るものとする。

機拻 拝県 市 第30条 （ 機拻 ）
第30条　市 は 市 の生 拴体及び拉勩を災害等から保護し その安全を確保するため 必要な を し 機拻 体制を整備しなけれ
ばならない。
２　市 は 市 及び関係機関との連携及び協 を図り 災害等に備えなければならない。

　市 は 常 から自 の安全確保に努めるとともに 地域の安全の確保のため相互に協 して災害等に備えるものとする。

機拻 勾 市 第20条 　（ 機拻 ）
第20条　市 及び市は、災害その他非常の事態の発生 において、協 により か に対処することができる態 の確 に努めなければならない。

機拻 岐阜県山県市 第21条 （ 機拻 体制の確 ）
第２ 条 市 は、自然災害、 大な事 等の 々な 事態に備え、市 及び関係機関との連携を図り、 的か 機動的な活動を うことができる
体制等を整 備するものとする。
２ 市 は、災害等の発生 に自らを る努 をするとともに、相互に協 して災害等に対応するよう努めるものとする。

機拻 県 募市 第31条 （ 機拻 ）
第31条 市は、市 等の生 、拴体及び拉勩に 大な 害が生じ、 は生じるおそれがあ る の事態等に的確に対応するための体制等を整備するとと
もに、その対応に勠た  ては、市 等及び関係機関と連携を図るものとします。

機拻 県 市 第24条 ( 機拻 体制の確 )
第 十 条　市 等は、市 の生 びに市 の拴体及び拉勩を保護するため、 機拻 体制の確 と市 の自 及び共 の勪 成を図るものと
する。

機拻 岐阜県羽島市 第23条 （ 機拻 ）
第 23 条  市 等は、自然災害、 大な事 等の 々な 事態に備え、機動的な 機拻 体制の確 に努めるとともに、災害等の発生 には、市

、議会及び関係機関と相互に連携を図り、協 して対応します。
２  地域コミュニティは、日頃から拌災 等を い、自らの地域における拌災体制を整えるとともに、災害等の発生 には、自らの地域の で互いに け
うよう努めます。

  市 は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、災害等の発生 には、自らの安全を確保するよう努めます。
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資料３－５

第 期までで 定議 れた項目（広域連携・ 機拻 ・子ども勻 ・国 ・ 共 ・公益通報・ ・ 勸・推進委員会・人材育成・ ・市 活動への支援）
項目 自治体名 条 条文

機拻 滋賀県甲賀市 第11条 （安全安心なまちづくり）
第 条 市 及び市 等は、関係機関等と連携・協 し、拴体や生 を かす事 等を 拌するための 組みを構築し、全ての市 が積極的に参加
するよう啓発に努め、安全安心なまちづくりを推進します。
２ 市 は、 人として、また、地域 るみで自然災害等に備えた取組みを い、災害 には、互いに協 しながら対処するよう努めます。

 市 等は、市 及び関係機関等と連携・協 し、拌災、 災に ながる取組みを進めるとともに、 には な連携のもと、 機拻 に努めます。

機拻 高知県土佐清水市第19条 ( 機拻 )
第19条　市は 災害等から市 の生 拴体及び拉勩を るために 市 関係機関との連携・協 及び相互支援による 機拻 体制の構築に努
めます。
2　市 は 災害等の発生において 自分たちの生 は自分たちで ることを基本に 自分たちの たす を し ともに協 して 災害に勮い地域
づくりに努めます。

機拻 秋田県大仙市 第18条 ( 機拻 )
第18条　市は、市 の生 、拉勩を災害から るため、災害に勮いまちづくりを 的に推進します。
2　市 は、地域の ながりを め、災害等の発生 には、相互に支え います。
3　市は、市 が 期 においても安全・安心に生活することができるよう、市 と協 で 対 に取り組みます。
4　市は、災害等の勘 の事態に備えて、国、県、他の自治体、関係機関との連携及び協 により、 的、か 、機動的な 機拻 体制を整備します。

機拻 熊本県玉名市 第22条 （ 機拻 ）
第２２条 市 は、 に備え、市 の拴体、生 及び拉勩の安全性の確保 びに 機拻 の勪 の向上に努めるとともに、 的か 機動的な
機拻 の体制を勮化するため、市 、事 、関係機関等との協 、連携及び相互支援を図らなければならない。

機拻 野県安 野市 第23条 （ 機拻 ）
第23条 市議会及び市は、自然災害、 大な事 は事 、 の 大その他の非常事態に備え、市 の拴体、生 及び拉勩の安全性の確保に努
めるものとする。
２  市議会及び市は、 的な 機拻 体制を勮化するため、市 、関係機関等と協 及び連携を図るものとする。

 市 は、相互の支え いを基本に 機に備え、 機の発生に しては互いに け うものとする。

機拻 福岡県太宰府市 第27条 第 27 条    市 等は、市 及び勵 等の安全を確保し、災害等の発生 に か に対処するため、拌災・ 災の基 整備を うとともに、
機拻 体制を整備しなければならない。
2   市 は、日頃から災害等の発生に備えるとともに、災害等の発生 には、自らの安全を確保するよう努めなければならない。
3  コミュニティは、日頃から地域における拌災体制を整え、拌災 等を うとともに、災害等の発生 には、地域の で互いに協 して対処するよう努める
ものとする。
4   市 等は、災害等の発生 及びその前 において、市 及び勵 等の生 、拴体及び拉勩の安全を確保するため、市 、コミュニティ及び関係機
関 びに 他の地方公共団体及び  と相互に連携し、及び協 しなければならない。
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資料３－５

第 期までで 定議 れた項目（広域連携・ 機拻 ・子ども勻 ・国 ・ 共 ・公益通報・ ・ 勸・推進委員会・人材育成・ ・市 活動への支援）
項目 自治体名 条 条文

機拻 埼玉県 田市 第18条 （情報の共有）
第 ８条 は、積極的な情報 とともに、市 の知る勻 を保障し、保有する情報を募則として公 します。
２  市 及び は、災害等の に共 が に れるよう、互いに必要勞小拘の 人情報を できる環境を 成するよう努めます。

子ども勻 岐阜県関市 第７条 第７条 市 、議会及び は、子どもが 勵の担い として れ、まちづくりに参 することができるよう努めます。

子ども勻 滋賀県甲賀市 第８条 （子どもの勻 ）
第８条 子どもは、生きる、 られる及び育 勻 を有するとともに、まちづくりに参加することができます。

子ども勻 熊本県玉名市 第8条 （子どもの勻 ）
第８条 次代を担う子どもは、 に応じて市 に関する情報を知る勻 と、市 に参 する勻 を有するものとする。
２ 市議会及び 機関は、前項の勻 を保障するため、子どもの勢体性を した参 の機会の確保に努めるものとする。

子ども勻 福岡県太宰府市 第7条 第 7 条 子どもは、 やかに成 する勻 を有する。
2  子どもは、それ れの に応じてまちづくりに参 する勻 を有する。
3  市 及びコミュニティは、子どもが 勵を担う大事な であることを  し、地域における世代 や り活動等により、子どもの 全育成及び安
全の確保に努めるものとする。
4  市 及びコミュニティは、子どもがまちづくりの勢体として び育 ていけるよう、環境の整備に努めるものとする。
5  議会及び市 等は、子どもが、自らがまちづくりの勢体であることを自 しながら成 できるよう、環境の整備に努めるものとする。
6   議会及び市 等は、子どもがまちづくりに関して自らの勪 を表明できる環境の整備に努めるとともに、表明 れた勪 をまちづくりに活 する 組みの構
築に努めるものとする。

子ども勻 静岡県焼津市 第７条 第７条 市 、議会及び市 等は、 勵の焼津市の担い である子どもが安心して やかに育 安全な環境の整備に努めます。
２ 市 等は、子どもにまちづくりに関する勪 を る機会を拜えることが に 要であることに み、子どもがその勪 を る機会を設けるよう努めます。

子ども勻 勾 市 第７条 ( 及び子どもの勻 )
第7条　 及び子どもは、それ れの に応じてまちづくりに参加する勻 を有します。

子ども勻 県 前市 第10条 （子どもの勻 等）
第10条 子どもは、まちづくりにおいて、次に る勻 を有するものとします。
( ) まちづくりに参加する勻
(２) まちへの愛 心及び勢体的に える を育 機会を拜えられる勻
２ 子どもは、前項の勻 を有することを基本として、自勼を て、まちづくりに関 り、その を積 を担うものとします。
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資料３－５

第 期までで 定議 れた項目（広域連携・ 機拻 ・子ども勻 ・国 ・ 共 ・公益通報・ ・ 勸・推進委員会・人材育成・ ・市 活動への支援）
項目 自治体名 条 条文
子ども勻 愛知県愛勽市 第19条 第19条　 20 の 及び子ども(以下「 等」という。)は、 に せてまちづくりに参加することができます。

2　コミュニティは、 等が自 した市 へ成 するように ります。
3　市は、 等がまちづくりへ参加する勻 を保障します。

子ども勻 岐阜県 市 第9条 （子ども及び拊 ）
 第 条　子ども（市 のうち、18 の をいいます。）は、地域社会の 員として れ、まちづくりに参加することができます。
 ２　拊 （市 のうち、18 以上30 の をいいます。）は、地域社会の 員としての自 を ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。
 　市は、子ども及び拊 がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。

子ども勻 拝県 市 第７条 　（こどものまちづくりへの参加）
第７条　市 議会及び 機関は 勵のまちづくりの担い であるこどもを社会の 員として し それ れの に応じて まちづくりに参加でき
る環境整備に努めるものとする。

子ども勻 勾 市 第18条 （子どものまちづくりへの参加）
第18条　市 及び市は、子どもがその にふ しい でまちづくりに参加する機会を確保するよう努めなければならない。

子ども勻 県 募市 第14条 （子どもの参加の機会の保障）
第14条 市 等、市及び議会は、子どものこ から自らのまちに愛 と りを ことが できるよう、子どもがまちづくりに参加する環境づくりに努めるものとしま
す。

国 県 前市 第32条 （国 社会との 及び連携）
第32条 議会及び 機関は、まちづくりにおける国 社会との ながりの 要性を し、国 社会との 及び連携に努めるものとします。

国 拝県 市 第35条 （国 社会における連携及び協 ）
第35条　 機関は 人勻 文化 育 環境等の 広い分野において 国 社会における連携及び協 に努めなければならない。

国 滋賀県甲賀市 第10条 （多文化共生）
第 条 市 及び市 等は、国 等の なる人々が互いの文化を め い、共 できるまちづくりを推進します。
２ 市 等は、市 が多 な文化とふれあい、 できる環境を整えます。

国 秋田県大仙市 第25条 (国 )
第25条　市及び市 は、これからのまちづくりにおいて国 的な拹勷が 要であることを し、積極的に国 を 進するよう努めます。

多文化 愛知県愛勽市 第17条 第17条　市 は、お互いに育みあえるコミュニティを 成するために、多世代、多文化及び多分野の を大 にします。
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資料３－５

第 期までで 定議 れた項目（広域連携・ 機拻 ・子ども勻 ・国 ・ 共 ・公益通報・ ・ 勸・推進委員会・人材育成・ ・市 活動への支援）
項目 自治体名 条 条文

共 勾 市 第19条 （ 等参 ）
第19条　市 及び市は、まちづくりにおいて 等参 を推進するよう努めなければならない。

共 県 募市 第13条 （ 共 参 ）
第13条 市 等、市及び議会は、 共 参 社会の 勶を目 して、 が互いを  し、協 し い、それ れの 性や を十分に発 すること
ができる環境づくりに努めるものとします。

共 秋田県大仙市 第22条 ( 共 参 )
第22条　市及び市 は、 が 々な分野において共に参 し、 びも 任も分かち い、互いの 性を活かした活 あるまちづくりの 勶に努めます。

公益通報 埼玉県ふじみ野市 第27条 （公益通報）
第２７条 市の 員及び市に対して 務を する は、 正な市 運営を確保するため、市 運営に関 る な を知り たときは、 やかにその
事 を市 等に通報（次項において「公益通報」という。）するものとする。
２ 市 等は、前項の規定による公益通報をする が勘 益を けないよう な 置を じるものとする。

公益通報 福岡県太宰府市 第26条 第 26 条    市 等は、 な市 運営を確保するため、市 運営に係 る は勘勠な に いて、 に定めるとこ により、 員等から れる
通報を ける体制を整備するとともに、通報 が勠 通報を うことにより、勘 益を けないよう な 置を じなければならない。

及
び公益通報

拝県 市 第31条 　（ 及び公益通報）
第31条　 機関は 員の 務の に係る 等の 及び の を図り 公正な 務の を確保しなければならない。
２　 機関は な 等による公益の 拽を拌 するため 員等の公益通報に関する事項を定めなければならない。

勸 埼玉県ふじみ野市 第24
条

（ 勸）
第２４条 市 等は、市 の勻 及び 益を保護するため、市 運営における処分その他の 勸に いて、公正の確保及び透明性の向上を図るもの
とする。

勸 愛知県愛勽市 第25条 ( 勸)
第25条　市 等は、市 の勻 及び 益の保護に するため、市 等が う の 等の 勸に いて、 勸 ( 成5 第88 )等に
定めるもののほか、その基本的な事項を定め、公正の確保及び透明性の向上を図らなければなりません。
2　前項の 勸きの基本的な事項に いては、 に条 で定めます。

勸 大分県宇佐市 第17条 （ 勸）
第17条 は、 運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、 に条 で定めるとこ により、処分、 拗等に関する 勸を明らかにする
ものとする。
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資料３－５

第 期までで 定議 れた項目（広域連携・ 機拻 ・子ども勻 ・国 ・ 共 ・公益通報・ ・ 勸・推進委員会・人材育成・ ・市 活動への支援）
項目 自治体名 条 条文

勸 拝県 市 第27条 （ 勸）
第27条　 機関は 市 運営における公正の確保と透明性の向上を図り 市 の勻 及び 益の保護に するため 機関が う処分及び

拗 びに 機関に対する に関する 勸に関し共通する事項を定めなければならない。

勸 勾 市 第27条 　（ 勸）
第27条　市 等は、 運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、処分、 拗及び に係る 勸を に い、市 の勻 益の
保護に努めなければならない。

勸 岐阜県山県市 第18条 （ 勸）
第 ８条 市 は、 処分、 拗及び に関する 勸を うに勠た ては、 の条 に定めるとこ により、公正の確保及び透明性の向上に努め
るものとする。

勸 県 募市 第30条 （ 勸）
第30条 市は、市 等の勻 益を保護するため、処分、 拗及び に関する 勸に いて、透明か 公正な 勸を確保するとともに、市
等に分かりやすく説明す るものとします。

勸 岐阜県羽島市 第21条 （ 勸）
第 21 条  市 等は、市 運営の公正の確保と透明性の向上を図るため、 に条 で定めるとこ により、 正な処分、 拗及び に関する
勸を います。

勸 熊本県玉名市 第19条 （ 勸）
第 条 機関は、市 の勻 益の保護に するため、 処分等に関する 勸を定めなければならない。
２ 処分等に関する 勸に関し必要な事項は、 に条 で定める。

推進委員会 埼玉県 田市 第29条 （推進委員会）
第29条 この条 の運 を勷 するとともに、この条 の に関し 及啓発を図る ため、焼津市自治基本条 推進委員会（以下「推進委員会」
といいます。）を設置します。
２ 推進委員会の組織及び運営に いて必要な事項は、市 が規則で定めます。

推進委員会 静岡県焼津市 第29条 （推進委員会）
第29条 この条 の運 を勷 するとともに、この条 の に関し 及啓発を図る ため、焼津市自治基本条 推進委員会（以下「推進委員会」
といいます。）を設置します。
２ 推進委員会の組織及び運営に いて必要な事項は、市 が規則で定めます。
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資料３－５

第 期までで 定議 れた項目（広域連携・ 機拻 ・子ども勻 ・国 ・ 共 ・公益通報・ ・ 勸・推進委員会・人材育成・ ・市 活動への支援）
項目 自治体名 条 条文
推進委員会 岐阜県関市 第30条 （関市自治基本条 推進審議会）

第 条 市 は、この条 の運 及び進 を拻 するため、関市自治基本条 推進審議会（以下「審議会」といいます。）を設置します。
２ 審議会は、市 の 勬に応じ、この条 の運 及び し びに協 のまちづくりの推進に関することに いて 及び審議し、 します。

 審議会は、前項に定めるもののほか、この条 の運 及び しに いて市 に することができます。
４ 市 は、この条 を す必要があるときは、審議会の勪 を します。

 審議会は、 、公共的団体の推 による 及び公 による市 のうちから市 が委 する 人以 の委員で組織します。
 委員の任期は２ とし、拙 委員の任期は前任 の拑任期 とします。た し、委員の 任は ません。

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

推進委員会 勾 市 第29条 (推進委員会)
第29条　市 は、この条 の な運 及び 及を図るため、 市まちづくり基本条 推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
2　推進委員会は、市 の 勬に応じるほか、この条 の基本的事項に いて勪 を ることができます。
3　推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

推進委員会 県 前市 第33条 （条 の 性の確保）
第33条 市 は、この条 に基づくまちづくりを に するとともに、社会環境の 化に的確に 対応し、進化し、及び成 するまちづくりを協 により推進
することにより、 及び人勻の  びに市 の せな らしを 勶するため、 前市協 によるまちづくり推進審議会（以下「審議 会」といいます。）
を設置するものとします。
２ 審議会の担任する事務、委員の構成、定数及び任期は、次の表のとおりとします。

推進委員会 石川県野々市市 第19条 (推進委員会)
第19条　市 は、この条 の 性を確保するため、この条 に関することを 勬する機関として、野々市市まちづくり基本条 推進委員会(以下「委員
会」といいます。)を置きます。
2　前項の委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、市 が に定めます。

推進委員会 岐阜県 市 第20条 （市 まちづくり会議の設置）
 第20条　市 は、この条 の 性を確保するため、市 まちづくり会議を設置し、 することとします。
 ２　市 まちづくり会議は、市 の 勬に応じ、この条 の運 を し、まちづくりに関する 等に いて するほか、これらに いて すること
ができます。
 　前２項に規定するもののほか、市 まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、 に定めます。
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資料３－５

第 期までで 定議 れた項目（広域連携・ 機拻 ・子ども勻 ・国 ・ 共 ・公益通報・ ・ 勸・推進委員会・人材育成・ ・市 活動への支援）
項目 自治体名 条 条文
推進委員会 岐阜県山県市 第22条 （まちづくり基本条 審議会）

第２２条 市 は、この条 の な運 を るため、まちづくり基本条 審議会（以下「審議会」という。）を設置する。
２ 審議会は、市 の 勬に応じ、この条 の運 に関することに いて審議し、 するものとする。

 市 は、この条 の しに勠た ては、審議会に 勬するものとする。
４ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

推進委員会 福岡県大牟田市 第22条 (附属機関の設置)
第 2  2 条    この条 に基づく協 のまちづくりの推進に関し必要な事項に いて 審議するため、地方自治 (  2  2 第 6  7 )第
138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、附属機関を置くものとする。

推進委員会 熊本県玉名市 第31条 （自治基本条 推進委員会の設置等）
第 条 市 は、自治運営の を し、自治運営がこの条 の に するものかどうかを するため、地方自治 （ ２２ 第
７ ）第 ８条の４第 項の規定に基づき、玉名市自治基本条 推進委員会を設置する。
２  玉名市自治基本条 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、 に条 で定める。

人材育成 愛知県愛勽市 第22条 第22条　市 等は、市 と協 し、コミュニティの 成の発 を支える人材を育成するための機会を するとともに、体 的な育成に努めなければなりませ
ん。

人材育成 愛知県小牧市 第17条 （人材の発掘及び育成）
第 ７条　市 、議会及び は、まちづくりの情報を広く発勼し、積極的にまちづくりへの市 の参加の機会を設け、まちづくりに して 動する人材の
発掘及び育成に努めるものとします。

人材育成 石川県野々市市 第11条 (人材育成)
第11条　市 、議会及び は、地域、 校及び など 々な 勰において、市 のまちづくりに関する の機会の確保に努め、まちづくりの担い の
発掘及び育成に努めます。
2　市 、議会及び は、次世代のまちづくりの担い である子どもが、ふる ととまちづくりに いて び、まちづくりに参加する機会を するよう努めます。

人材育成 県 募市 第16条 （地域コミュニティの育成及び支援）
第16条 市は、市 等や地域コミュニティに対して、地域のまちづくりを進めるための 及び相互 などによる人材育成の機会を するものとします。
２ 市は、地域のまちづくりを推進するため、地域コミュニティの自勢性及び自 性を な ない で、積極的に地域コミュニティの活動を支援するよう努める
ものとします。

人材育成 福岡県大牟田市 第17条 (人材育成)
第 1 7 条    校区まちづくり協議会等及び市は、地域コミュニティの活性化を図るため、地域活動を担う人材の発掘と地域社会を担う次世代の育成に努め
るものとする。
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資料３－５

第 期までで 定議 れた項目（広域連携・ 機拻 ・子ども勻 ・国 ・ 共 ・公益通報・ ・ 勸・推進委員会・人材育成・ ・市 活動への支援）
項目 自治体名 条 条文

岐阜県関市 第29
条

（他地域との ）
第２ 条 市 、議会及び は、国 外の地域及び団体との多 な をまちづくりに生かします。

県 前市 第30条 （市外の人々との連携等）
第30条 市 等及び 機関は、まちづくりにおいて、必要に応じ、市外の人々の参加を て、連携し、及び協 しながら進めるとともに、市外の人々の勪

、知 、 等を活 するよう努めるものとします。

石川県野々市市 第10条 (相互の連携)
第10条　地域活動及び市 活動を う市 は、互いの連携及び の 進に努め、まちづくりに取り組みます。

県 募市 第16条 （地域コミュニティの育成及び支援）
第16条 市は、市 等や地域コミュニティに対して、地域のまちづくりを進めるための 及び相互 などによる人材育成の機会を するものとします。
２ 市は、地域のまちづくりを推進するため、地域コミュニティの自勢性及び自 性を な ない で、積極的に地域コミュニティの活動を支援するよう努める
ものとします。

秋田県大仙市 第24条 (市 )
第24条　市及び市 は、 々な分野における活動を通じて市 外の人々と し、他地域の文化や 拇、知 を するとともに、市の を広く 知
し、相互 が図られるよう努めます。

山 県上野募市 第14条 (市外の人々との )
第14条　市及び市 は、市外に 人々との 及び連携を め、 た情報、知 及び をまちづくりに せるよう努めるものとする。

市 活動
への支援

岐阜県関市 第25
条

（市 活動 ）
第２ 条 市 は、市 、市 活動団体等の勢体性及び自 性を し、協 して市 活動を推進するため、市 活動 を設置します。

市 活動へ
の支援

福岡県大牟田市 第19条 (市 活動への支援)
第 1 9 条    市は、市 活動団体の自勢性及び自 性を し、対等の で連携・協 を図り、市 活動団体の 進を推進するものとする。
2   市は、市 活動を 進するため、市 活動団体に対しまちづくりの情報を するとともに、市 活動団体の活動の 知啓発を推進するものとする。
3   市は、市 活動の 進を図るため、市 活動団体の活動 勷となる市 活動 機 の を推進するものとする。
4   市は、市 活動を 進するため、市 活動団体に対する な支援 を推進するものとする。
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